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問い合わせ 大竹市地域公共交通活性化協議会（自治振興課内） ☎２１４２

　
こ
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
は
、11
月
の
休
日（
土・

日
曜
日・祝
日
）に
限
り
ま
す
。平
日
に
比
べて

利
用
者
が
少
な
い
休
日
の
利
用
を
促
進
す
る

と
と
も
に
、（※

）モ
ビ
リ
テ
ィ・マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の

一
環
と
し
て
、バ
ス
に
乗
る
き
っ
か
け
づ
く
り
が

目
的
で
す
。ぜ
ひ
ご
家
族
で
利
用
し
て
く
だ
さ

い
。

※

　
モ
ビ
リ
テ
ィ・マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
は
、過
度

に
マ
イ
カ
ー
に
頼
る
生
活
か
ら
、徒
歩
、自

転
車
、公
共
交
通
を
中
心
と
し
た
多
様
な

交
通
手
段
を
適
度
に
利
用
す
る
生
活
へ
の

自
発
的
な
転
換
を
促
す
取
り
組
み
で
す
。

　
大
人（
有
料
）が
同
伴
す
る
場
合
に
限
り
、

小
学
生
の
運
賃
が
無
料
に
な
り
ま
す
。（
大
人

１
人
に
つ
き
小
学
生
２
人
ま
で
）

※

　
小
学
生
の
み
で
の
利
用
は
、有
料

（
1
0
0
円
）で
す
。

　
お
父
さ
ん
、お
母
さ
ん
は
も
ち
ろ
ん
、お
じ

い
ち
ゃ
ん
、お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、近
所
の
方
な
ど
、

ど
な
た
で
も
構
い
ま
せ
ん
。

　
中
学
生
以
上
は
す
べ
て
大
人
と
み
な
し
ま

す
の
で
、お
兄
ち
ゃ
ん
、お
姉
ち
ゃ
ん
と一緒
に

「
エ
コ
フ
ァ
ミ
リ
ー
」に
参
加
で
き
ま
す
。

※

　
大
人
は
有
料（
2
0
0
円
）で
す
。

　
小
学
生
は
、バ
ス
を
降
り
る
と
き
に
元
気
よ

く「
エ
コ
フ
ァ
ミ
リ
ー
で
す
」と
言
っ
て
く
だ
さ

い
。

　
コ
イ・こ
い
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
開
催
に
伴
い
、

「
総
合
市
民
会
館
」バ
ス
停
が
使
え
な
く
な
り

ま
す
の
で
、臨
時
バ
ス
停
を
設
置
し
ま
す
。

と

　き
　
11
月
８
日
㈬
〜
13
日
㈪

　
コ
イ・こ
い
フェス
テ
ィ
バ
ル
当
日
は
、会
場
と

駐
車
場（
大
竹
中
学
校
）を
結
ぶ
シ
ャ
ト
ル
バ
ス

の
バ
ス
停
を
消
防
署
前
に
設
置
し
ま
す
。

　
間
違
え
な
い
よ
う
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

■「
同
伴
す
る
大
人
」と
は
？

■
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
対
象
は

　大
人
同
伴
の「
小
学
生
」

こ
い
こ
い
バ
ス

　臨
時
バ
ス
停
を
設
け
ま
す

シ
ャ
ト
ル
バ
ス
　バ
ス
停

■
利
用
の
ル
ー
ル

こいこいバス

「バスエコファミリー
　　　キャンペーン」に参加しよう！

こいこいバス

「バスエコファミリー
　　　キャンペーン」に参加しよう！

合言葉は「エコファミリー」

バス・停留所

ベンチに広告を

掲載しませんか。

内容は市ホームペー
ジに掲載しています。
詳しくは「大竹　バス
広告」で検索。

バスエコファミリーキャンペーン実施日

11月3日（祝・金）

　　 4日㈯

　　 5日㈰

　  11日㈯

　  12日㈰

11月18日㈯

　  19日㈰

　  23日（祝・木）

　  25日㈯

　  26日㈰

「
コ
イ・こ
い
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」が

開
催
さ
れ
る

11
月
11
日
㈯
も
利
用

で
き
る
よ
。

11
月
８
日
㈬
〜
14
日
㈫
は

年
金
の
は
な
し

一
部
免
除
の
方
は
保
険
料
の

納
付
を
忘
れ
ず
に

問
い
合
わ
せ
　
広
島
西
年
金
事
務
所

   

　
　
　
　
　
☎
０
８
２
ー
５
３
５
ー
１
５
０
５

　
　
　
　
　
　
保
健
医
療
課 

☎

２
１
４
１

No.
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講
師
は
ア
メ
リ
カ
出

身
。エ
ビ
を
使
っ
た
ア
メ

リ
カ
南
部
の
郷
土
料
理

〝
シ
ュ
リ
ン
プ
＆
グ
リ
ッ

ツ
〞な
ど
を
予
定
し
て
い

ま
す
。

　
ア
メ
リ
カ
の
食
べ
物
の
ト
リ
ビ
ア
ク
イ
ズ

な
ど
も
行
い
ま
す
。

と
　
き
　
11
月
25
日
㈯

　
　
　
　
９
時
30
分
〜
13
時

と
こ
ろ
　
総
合
市
民
会
館

対
　
象

〇
市
内
在
住
ま
た
は
勤
務
の
方

　（
小
学
４
年
生
以
上
は
、小
学
生
だ
け
で

の
参
加
も
可
能
）

〇
大
竹
国
際
交
流
協
会
会
員

講
　
師
　
ユ
ン
・
ホ
ア
ン
さ
ん

定
　
員
　
20
人
程
度（
申
込
順
）

参
加
料

・
中
学
生
以
上
　
５
０
０
円

・
小
学
生
以
下
　
３
０
０
円

※

　
大
竹
国
際
交
流
協
会
会
員
は
無
料

持
参
品
　
エ
プ
ロ
ン
、三
角
き
ん
、布
き
ん

申
し
込
み

　
11
月
14
日
㈫
ま
で
に
電
話
で
協
会
事
務

局
へ
。

ア
メ
リ
カ
料
理
を
お
い
し
く
作
っ
て

楽
し
く
国
際
交
流
し
ま
せ
ん
か

国
際
料
理
教
室

問
い
合
わ
せ

大
竹
国
際
交
流
協
会
事
務
局
（
企
画
財
政
課
内
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　  
☎

２
１
２
５

　県
で
は
、
歯
と
口
腔
の
健
康
づ
く
り
に

つ
い
て
広
く
関
心
を
集
め
、
積
極
的
な
歯

科
疾
患
の
予
防
を
促
進
す
る
た
め
、
11
月

８
日
を「
い
い（
11
）歯（
８
）の
日
」と
し
、

歯
と
口
腔
の
健
康
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。

　い
つ
ま
で
も
お
い
し
く
、
楽
し
い
食
事

を
取
る
た
め
に
は
、
口
の
中
の
健
康
を
保

つ
こ
と
が
大
切
で
す
。
気
軽
に
相
談
で
き

る
、
か
か
り
つ
け
歯
科
医
院
を
持
ち
ま

し
ょ
う
。

　歯
科
医
師
と
歯
科
衛
生
士
な
ど
が
自
宅

に
訪
問
し
て
健
診
し
、
必
要
な
方
に
は
訪

問
歯
科
診
療
や
口
腔
ケ
ア
を
行
い
ま
す
。

対
　
象

　歯
科
診
療
所
へ
の
通
院
が
困
難
な
在
宅

寝
た
き
り
障
害
者
お
よ
び
65
歳
以
上
の
在

宅
寝
た
き
り
高
齢
者

料
　
金

　健
康
保
険
の
自
己
負
担
割
合
に
応
じ
た

負
担
が
必
要

申
し
込
み

　月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
９
時
30
分

か
ら
12
時
ま
で
に
在
宅
歯
科
診
療
セ
ン

タ
ー
へ
。

※

　留
守
番
電
話
に
つ
な
が
っ
た
場
合
は
、

電
話
番
号
と
名
前
を
伝
え
て
く
だ
さ
い
。

折
り
返
し
セ
ン
タ
ー
か
ら
連
絡
し
ま
す
。

体が思うように動かず、
歯の治療をあきらめていませんか？

まずはご相談ください。

問
い
合
わ
せ

在
宅
歯
科
診
療
セ
ン
タ
ー 

☎

５
２
８
５

問
い
合
わ
せ
　
保
健
医
療
課 

☎

２
１
５
３

い
い
　 

の
週
間

自
宅
で
治
療
が
受
け
ら
れ
ま
す

訪
問
歯
科
診
療
・
口
腔
ケ
ア

歯

　
国
民
年
金
に
は
、申
請
が
承
認
さ
れ
る
と

納
付
が
免
除
さ
れ
る「
申
請
免
除
制
度
」が
あ

り
ま
す
。

　（
制
度
の
概
要
に
つ
い
て
は
市
広
報
７
月

号（
16
ペ
ー
ジ
）参
照
）

４
段
階
の
免
除

　
免
除
さ
れ
る
保
険
料
額
は
所
得
に
応
じ
て

「
全
額
」、「
四
分
の
三
」、「
半
額
」、「
四
分
の

一
」の
４
段
階
と
な
り
ま
す
。

　
こ
の
う
ち
、「
四
分
の
三
」、「
半
額
」、「
四

分
の
一
」免
除
は
、納
付
す
べ
き
保
険
料
の
一

部
し
か
免
除
さ
れ
な
い
た
め「
一
部
免
除
」と

い
い
ま
す
。

　
一
部
免
除
の
方
は
、残
り
の
保
険
料
、つ
ま

り
免
除
を
受
け
て
い
な
い
保
険
料
を
、必
ず

納
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
こ
の
保
険
料
の
納
付
を
怠
る
と
、一
部
免

除
が
承
認
さ
れ
て
い
て
も「
未
納
」と
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。

「
未
納
」の
ま
ま
だ
と

　
将
来
、年
金
を
受
け
取
る
権
利
が
得
ら
れ

な
か
っ
た
り
、受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
年

金
額
が
減
額
さ
れ
た
り
す
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。納
め
忘
れ
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

お
こ
た
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